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 2019（令和元）年度留学生調査の回答にあたって 

                       

1. 留学生調査について 

（1）本調査は、個々の留学生の個人情報を収集するためのものではなく、個人の特定ができない方式で回収したデータ

を基に統計調査を行うものです。 

（2）調査の結果は、統計データの集計結果として、（独）日本学生支援機構ホームページ等で公表いたします。 

（3）調査の結果は、文部科学省高等教育局学生・留学生課へ報告いたします。また、一般等から問い合わせがある 

場合には、適宜開示することになりますので、予めご了承願います。 

 

2. 調査の流れ 

 

 

※管轄の都道府県または厚生労働省から、事前に本調査対象か否かの確認依頼が入りますので、案内に沿ってご回答を

お願いいたします。 

※今年度より調査票は、新設のオンライン調査システム（J-LINEs）等により日本学生支援機構に直接ご提出いただくこ

とになります。所管の都道府県担当者宛ての提出ではございませんのでご注意ください。本調査対象校になった学校

には、別途本機構より、システムのID及びパスワードの案内通知を送付いたします。 

※調査票につきましては、下記３のとおり、ご提出ください。 

※専修学校（一般課程）と専修学校（高等課程）は本調査の対象外です。 

 

3. 提出について 

（1）調査対象 

調査名等 
調査対象概要 

（詳細は記入要領各ページを参照） 

留学生調査総括票 下記の調査票提出に該当する場合 

外国人留学生在籍状況調査 

（様式１） 
令和元年５月１日現在、外国人留学生の在籍がある学校 

外国人留学生進路状況調査 

（様式２） 
平成30年度に外国人留学生の卒業があった学校 

日本人学生留学状況調査 

（様式３） 
平成30年度に海外留学を開始した日本人学生がいた学校 

外国人留学生年間受入れ状況調査 

（様式４） 

平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に外国人留学生

が在籍していた学校 

・ 調査対象がない場合は、留学生調査総括票の提出の必要はございません。 

 

専修学校
専修学校

厚生労働省 厚生労働省

本機構 ・ 専修学校 ・ 本機構
都道府県 都道府県 専修学校 本機構

専修学校(2)対象有無

の照会

(1)依頼

(4)対象校リストの

送付

(3)対象有無

の報告
(5)システムの

ID・パスワード送付

(対象校のみ)

(6)提出
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（2）提出方法について 

・ 以下のいずれかの方法でご提出ください。 

【オンライン調査システム（J-LINEs）】 または 【FAX】 または 【郵送】 

・ データ集計の都合上、新設のオンライン調査システム（J-LINEs）により極力ご提出ください。 

 

（3）提出の手順について 

【オンライン調査システム（J-LINEs）】の場合 

  ①調査票のダウンロード・保存 

・ 各調査票を本機構ホームページからダウンロードしてください。 

http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_youryo/index.html 

日本学生支援機構ホームページ画面トップ → 各種調査情報 → 

留学生に関する調査「留学生調査 記入要領・調査票等」 

調査名等 調査票ファイル名 

留学生調査 総括票 soukatsu2019s.xlsx 

外国人留学生在籍状況調査（様式１） zaiseki2019s.xlsx 

外国人留学生進路状況調査（様式２） shinro2019s.xlsx 

日本人学生留学状況調査（様式３） nippon2019s.xlsx 

外国人留学生年間受入れ状況調査（様式４） nenkan2019s.xlsx 

・ 様式をダウンロードし、ファイル名を以下のように、冒頭に学校名を付けたものに変更し、保存してください。 

・ 調査票を保存するときには、ファイルの保存形式を、「.xlsx」ファイルとして保存してください。 

 

例：学校名「ジャッソ専門学校」が、 

様式１の「zaiseki2019s.xlsx」のファイルを使用する場合 

        →  

 

 ②調査票の入力 

・ 記入要領を参照し、各調査票に入力してください。 

・ 様式１、様式２、様式３及び様式４については、各様式の Excel ファイル内に用意されているシート「在籍調

査入力票」（様式１）、「進路調査入力票」（様式２）、「日本人調査入力票」（様式３）及び「年間受入れ調査入力

票」（様式４）に各情報を１行ずつ入力し、シート「国・地域確認用(入力不可)」を利用して国・地域別の集計

結果とコードエラーを確認してください。 

・ 数字は全て「半角」で入力してください。集計の都合上、あらかじめ設定されている項目名や書式・幅等は変

更しないでください。また、シートの追加や削除等の設定変更も行わないようにお願いいたします。 

・ 明らかな誤入力・誤記入については、本機構で修正させていただく場合がありますので、予めご了承願います。 

 ③調査項目についてのご質問 

・ 調査項目についてのご質問は、同封のFAX質問票でお問い合わせください。 

・ 他、「よくある質問集（Q＆A）」を本機構ホームページに掲載していますので、併せてご利用ください。 

http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_youryo/faq04.html 
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 ④調査票の提出 

・ 入力済みの調査票をオンライン調査システム（J-LINEs）にてご提出ください。   

       【共通ログイン画面】                   【個別ログイン画面】 

 

・ オンライン調査システム（J-LINEs）関連の特設ページ（ログイン画面を含む。）は、本機構のホームページか

らお入りください。 

http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_youryo/index.html 

日本学生支援機構ホームページトップ画面 → 各種調査情報 → 

留学生に関する調査「留学生調査 記入要領・調査票等」 

・ セキュリティの強化のため、２段階承認システム（共通ログイン画面にてログイン後、個別ログイン画面に移

動）を導入しています。 

・ ログインのためのＩＤ及びパスワードにつきましては、８月上旬頃に各学校の留学生調査担当部署宛に送付い

たします。 

・ 公文書や事務連絡文書等は特に必要ありません。総括票及び各調査票のみ提出してください。 

・ オンライン調査システム（J-LINEs）で提出した調査票は、FAX又は郵送で再度提出する必要はありません。 

・ 内容について、後日、本機構から照会させていただくことがありますので、添付ファイルの控えを、記入要領

とともに、必ず保管してください。 

 

【FAX】【郵送】の場合 

①調査票のダウンロード・入力・記入・調査項目について 

・ 上記【オンライン調査システム（J-LINEs）】の場合を参照し、調査票のダウンロード・入力・記入を行ってく

ださい。 

・ ダウンロードした調査票へ入力する場合、Ａ４用紙にプリントアウトしてください。 

・ 手書きで記入する場合、記入要領に同封した調査票へ直接記入しても結構です。欄が足りない場合は、各調査

票を複写して使用してください。その際、２枚目以降も、学校コード等を記入してください。 

 

 ②調査票の提出 

・ 以下の担当部署宛にFAX又は郵送してください。 

〒135-8630 東京都江東区青海２-２-１ 

（独）日本学生支援機構 留学生事業部留学情報課 企画調査係 

 電話 03-5520-6111  FAX 03-5520-6121 

・ 公文書や事務連絡文書等は特に必要ありません。総括票及び各調査票のみ提出してください。 

・ オンライン調査システム（J-LINEs）で提出した調査票は、FAX又は郵送で再度提出する必要はありません。 

オンライン調査システム（J-LINEs）とFAX等の双方の提出があった場合には、オンライン調査システム（J-LINEs）

の内容を優先します。 
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【１】外国人留学生在籍状況調査 

記入要領 

専修学校（専門課程）用 
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・ 内容について、後日、照会させていただくことがありますので、調査票の写しを、記入要領とともに、保管し

ておいてください。 

 

（5）提出期限 

令和元年８月 30日（金曜日）必着です。 

 

調査内容の詳細につきましては、各調査の記入要領をご確認ください。  

 

〔本調査についての照会先〕 

（独）日本学生支援機構 留学生事業部留学情報課 企画調査係  

電 話 ０３－５５２０－６１１１ 

ＦＡＸ ０３－５５２０－６１２１ 

Eメール: chosa-ryugaku@jasso.go.jp 

※調査票の回答はメールでは受付けられませんので、ご注意ください。 

 

 

平成30年度（昨年度）調査との主な変更点 

 昨年度調査との主な変更点は、次のとおりです。各記入要領を参照し、間違いのないように記入してください。 

 

○留学生調査の回答にあたって 

 ・調査票の回答方法をEメールによる提出から、オンライン調査システム（J-LINEs）による提出となりました。 

 

○【１】「外国人留学生在籍状況調査」 

・職業実践専門課程に在籍する外国人留学生の人数の記入欄を追加しました。 

 

○【２】「外国人留学生進路状況調査」 

・職業実践専門課程を卒業（修了）した外国人留学生の人数の記入欄を追加しました。 

 ・項目ごとの総数の記入から、各個人ごとの入力に変更になりました。  

・専攻区分コードの入力欄を追加しました。 

 ・業種及び職種コード欄を追加しました。（進路先が国内就職の場合のみ。） 
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【１】「2019（令和元）年度外国人留学生在籍状況調査」記入要領 

－専修学校（専門課程）用－ 

 

1. 本調査は令和元年５月１日現在の貴校における外国人留学生の在籍状況を、外国人留学生一人につき１行ずつ記入

してください。 

 

2. 本調査でいう「外国人留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第１に定める「留学」の在留資格（いわゆ

る「留学ビザ」）により、我が国の大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）、我が

国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設及び日本語教育機関において教育を受ける外国人学生

を指します。 

※「研究」「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格の者は本調査の対象となりません。 

 ※ 在外日本人の日本への「留学」は本調査の対象とはなりません。 

 

3. 本調査でいう「国費外国人留学生」とは、「国費外国人留学生制度実施要項（昭和 29 年３月 31日文部大臣裁定）」

に定める「国費外国人留学生」をいいます。 

 

4. 在留資格の変更申請中であれば、確定後、５月１日に遡って調査票への記入をお願いします。 

 

5. 回答が終わったら、外国人留学生の出身地に誤りがないか国・地域コードを再度確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔本調査の内容についての照会先〕 

（独）日本学生支援機構 留学生事業部留学情報課 企画調査係 

電 話 ０３－５５２０－６１１１ 

ＦＡＸ ０３－５５２０－６１２１ 

 

照会の際は同封のFAX質問票でお問い合わせください。折り返しご連絡させていただきます。 
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在籍専修・様式１ 

【学校コード】 

８月上旬頃に掲載しますので、本機構ホームページにて「学校コード表」を参照し、該当コードを記入してください。 

http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_youryo/index.html 
 
【本調査対象人数】 

本調査対象の総数及び左記の内、「職業実践専門課程」に在籍している外国人留学生数を記入してください。 
 

【番号（連番）】 

外国人留学生一人につき、１番ずつ通し番号をつけてください。 

ファイルについては「0001」から４桁で通し番号記入してください。 
 
【専攻区分コード】 

各種コード表の「３．学科コード表」（27ページ）を参照し、該当する３桁のコードを記入してください。 

日本語学科等（日本の大学等への進学を目的とした日本語及び入試関連科目の教育を受けうる課程）は「日本語899」 

を記入してください (法務省の日本語教育機関の告示校に該当するコース等は含みません)。 また、日本語学科等の 

中で法務省の日本語教育機関の告示校に該当するコース等は「日本語898」を記入してください。 

※法務省の日本語教育機関の告示校 

日本語の学習を主な目的として来日し滞在する外国人を対象に日本語教育を行う機関のうち、在留資格「留学」を

付与することができる機関については、法務省が日本語教育機関として告示で定めています。本調査では別表第一

に掲載されている学校が対象となります。 
 
〇日本語学科等に関する調査のフローチャート 

日本語教育機関の調査票に
ご記入ください。

適切な学科コードを
お選びください。

日本語教育機関の調査票に 　　在籍状況調査の対象外です。
ご記入ください。

日本語８９８を選択してください。 　日本語８９９を選択してください。

法務省告示に係るコース
法務省告示に係るコース
以外

専修学校(専門課程・一
般課程)以外の法務省
の日本語教育機関の
告示校

専修学校（専門課程） 専修学校（一般課程）

法務省の日本語教育機関
の告示校に該当する。

法務省の日本語教育機関の告
示校に該当しない。

日本語学科等（日本の大学等への進学を目的とした日本
語及び入試関連科目の教育を受けうる課程）

日本語学科等以外

 
 
【学年コード】 

令和元年５月１日現在の学年について、下表から該当コードを記入してください。 

日本語予備教育（国費留学生のみ対象） ０ ０ 

１年 ０ １ 

２年 ０ ２ 

３年 ０ ３ 

４年 ０ ４ 

学年不存在 ８ ８ 

1. 国費留学生で日本語予備教育期間中の場合は、「日本語予備教育00」を記入してください。 

2. 編入学、休学、留学、留年等がある場合は、当該課程の最高年次を超えない範囲で貴校での取扱いに準じて記入

してください。実際の在籍年数と一致しなくても結構です。 

（例）在籍年数２年目の学生で、１年次で留年、貴校で１年次として取扱い→「１年01」 

   最低修業年限２年の課程において、在籍年数３年目の学生で、貴校で３年次として取扱い→「２年02」 
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在籍専修・様式１ 

【学校コード】 

８月上旬頃に掲載しますので、本機構ホームページにて「学校コード表」を参照し、該当コードを記入してください。 

http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_youryo/index.html 
 
【本調査対象人数】 

本調査対象の総数及び左記の内、「職業実践専門課程」に在籍している外国人留学生数を記入してください。 
 

【番号（連番）】 

外国人留学生一人につき、１番ずつ通し番号をつけてください。 

ファイルについては「0001」から４桁で通し番号記入してください。 
 
【専攻区分コード】 

各種コード表の「３．学科コード表」（27ページ）を参照し、該当する３桁のコードを記入してください。 

日本語学科等（日本の大学等への進学を目的とした日本語及び入試関連科目の教育を受けうる課程）は「日本語899」 

を記入してください (法務省の日本語教育機関の告示校に該当するコース等は含みません)。 また、日本語学科等の 

中で法務省の日本語教育機関の告示校に該当するコース等は「日本語898」を記入してください。 

※法務省の日本語教育機関の告示校 

日本語の学習を主な目的として来日し滞在する外国人を対象に日本語教育を行う機関のうち、在留資格「留学」を

付与することができる機関については、法務省が日本語教育機関として告示で定めています。本調査では別表第一

に掲載されている学校が対象となります。 
 
〇日本語学科等に関する調査のフローチャート 

日本語教育機関の調査票に
ご記入ください。

適切な学科コードを
お選びください。

日本語教育機関の調査票に 　　在籍状況調査の対象外です。
ご記入ください。

日本語８９８を選択してください。 　日本語８９９を選択してください。

法務省告示に係るコース
法務省告示に係るコース
以外

専修学校(専門課程・一
般課程)以外の法務省
の日本語教育機関の
告示校

専修学校（専門課程） 専修学校（一般課程）

法務省の日本語教育機関
の告示校に該当する。

法務省の日本語教育機関の告
示校に該当しない。

日本語学科等（日本の大学等への進学を目的とした日本
語及び入試関連科目の教育を受けうる課程）

日本語学科等以外

 
 
【学年コード】 

令和元年５月１日現在の学年について、下表から該当コードを記入してください。 

日本語予備教育（国費留学生のみ対象） ０ ０ 

１年 ０ １ 

２年 ０ ２ 

３年 ０ ３ 

４年 ０ ４ 

学年不存在 ８ ８ 

1. 国費留学生で日本語予備教育期間中の場合は、「日本語予備教育00」を記入してください。 

2. 編入学、休学、留学、留年等がある場合は、当該課程の最高年次を超えない範囲で貴校での取扱いに準じて記入

してください。実際の在籍年数と一致しなくても結構です。 

（例）在籍年数２年目の学生で、１年次で留年、貴校で１年次として取扱い→「１年01」 

   最低修業年限２年の課程において、在籍年数３年目の学生で、貴校で３年次として取扱い→「２年02」 
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3. 非正規生（研究生、聴講生、科目等履修生等）については、貴校で学年の取扱いがある場合を除き、「学年不存

在88」を記入してください。 

 

 【性別コード】 

下表から該当コードを記入してください。 

男 １ 

女 ２ 

 

【国・地域コード】 

外国人留学生の出身国・地域について、各種コード表の「２．国・地域コード表」（26 ページ）を参照し、該当コー

ドを記入してください。 

※出身国・地域は、旅券又は外国人登録証に記載されているものとします。ただし、台湾出身の学生は外国人登録証

の記載に関わらず「台湾」に区分してください。 

※香港出身の学生は「香港」に区分してください。マカオ出身の学生は、「中国」に区分してください。 

※いわゆる「多重国籍」の状態にある学生の場合、日本に入国した際の旅券や外国人登録証明書等に従って、記入し

てください。 

 

【留学生区分コード】 

令和元年５月1日現在の状況について、下表から該当コードを記入してください。 

国費外国人留学生 １ ６ １ 

私費外国人 

留学生 

学習奨励費受給留学生 ２ ０ ０ 

外国政府派遣留学生 ２ １ ０ 

上記以外の私費外国人留学生 ２ ７ ０ 

1. 過去においていかなる区分であったかは問いません。 

（例）平成29年４月に国費留学生に採用され、期限が切れて平成31年４月から私費外国人留学生 

→「上記以外の私費留学生270」 

 

2. この表でいう「国費外国人留学生」とは、「国費外国人留学生制度実施要項（昭和 29 年３月 31日文部大臣裁定）」

に定める「国費外国人留学生」（「日本政府（文部科学省）奨学金留学生」）をいいます。 

※例えばタイ国政府奨学金受給外国人留学生等、外国政府の経費負担による外国人留学生は、「外国政府派遣留学生

210」に区分してください。 

 

3. この表でいう「私費外国人留学生」とは、上記の「国費外国人留学生」以外のすべての外国人留学生をいいます。 

 

4. この表でいう「学習奨励費受給留学生」とは、本機構が実施する留学生受入れ促進プログラムにより、文部科学省

外国人留学生学習奨励費を受給する外国人留学生をいいます。 

 ※「学習奨励費」は６月に採用決定された後、４月分から遡及して支給されることから、６月に令和元年度の採用（12

ヶ月採用）が決定された外国人留学生は、５月１日現在の受給者とみなし、「学習奨励費受給留学生 200」に区分し

てください。 

 

5. この表でいう「外国政府派遣留学生」とは、外国政府の経費負担により日本に派遣される外国人留学生をいいます。 

※「外国政府」とは、当該国の各省庁及びその業務を担う公的機関を含み、「経費」とは、日本留学にかかる生活費、

学費、渡航費等をいいます。  
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「外国政府派遣留学生210」の具体例  ※国・地域名五十音順 

・アフガニスタン政府派遣留学生 ・ドミニカ政府派遣留学生 

・アラブ首長国連邦政府派遣留学生 ・トルクメニスタン政府派遣留学生 

・イラン政府派遣留学生 ・トルコ政府派遣留学生 

・インドネシア政府派遣留学生（LPDP奨学金を含む） ・ノルウェー政府派遣留学生 

・インド政府派遣留学生 ・バーレーン政府派遣留学生 

・エジプト政府派遣留学生 ・パキスタン政府派遣留学生 

・エチオピア政府派遣留学生 ・パナマ政府派遣留学生 

・オマーン政府派遣留学生 ・バングラデシュ政府派遣留学生 

・カザフスタン政府派遣留学生（BOLASHAK奨学金を含む） ・フィリピン政府派遣留学生 

・カタール政府派遣留学生 ・ブータン政府派遣奨学金 

・韓国政府派遣留学生 ・ブラジル政府派遣留学生（国境無き科学計画による留学生を含む） 

・クウェート政府派遣留学生 ・ブルネイ政府派遣留学生 

・ケニア政府派遣留学生 ・ベトナム政府派遣留学生 

・サウジアラビア政府派遣留学生 ・ボツワナ政府派遣留学生 

・シリア政府派遣留学生 ・マレーシア政府派遣留学生 

・シンガポール政府派遣留学生 ・メキシコ政府派遣留学生 

・タイ政府派遣留学生（ODOS=OneDistrictOneScholarshipを含む） ・モンゴル政府派遣留学生 

・台湾政府派遣留学生（教育部等） ・リビア政府派遣留学生 

・中国政府派遣留学生（国家建設高水平大学公派研究生を含む） ・ロシア政府派遣留学生 

  

6. 「上記以外の私費留学生270」には、各種経費一部負担の奨学金を受給する外国人留学生も含みます。 

 

7. いずれの私費外国人留学生コードに該当するか確認できない場合は、「上記以外の私費留学生 270」に区分してくだ

さい。 

 

【入学年月】 

貴校に入学した年を西暦４桁、月を２桁で記入してください。編入学等の場合は、現在の在籍区分になった年月を記

入してください。 

 西暦 月  

西暦で記入 
２ ０ １ ９ ０ ４ ←（例）2019年（平成31年）４月入学 

２ ０ １ ８ １ ０ ←（例）2018年（平成30年）10月入学 
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「外国政府派遣留学生210」の具体例  ※国・地域名五十音順 

・アフガニスタン政府派遣留学生 ・ドミニカ政府派遣留学生 

・アラブ首長国連邦政府派遣留学生 ・トルクメニスタン政府派遣留学生 

・イラン政府派遣留学生 ・トルコ政府派遣留学生 

・インドネシア政府派遣留学生（LPDP奨学金を含む） ・ノルウェー政府派遣留学生 

・インド政府派遣留学生 ・バーレーン政府派遣留学生 

・エジプト政府派遣留学生 ・パキスタン政府派遣留学生 

・エチオピア政府派遣留学生 ・パナマ政府派遣留学生 

・オマーン政府派遣留学生 ・バングラデシュ政府派遣留学生 

・カザフスタン政府派遣留学生（BOLASHAK奨学金を含む） ・フィリピン政府派遣留学生 

・カタール政府派遣留学生 ・ブータン政府派遣奨学金 

・韓国政府派遣留学生 ・ブラジル政府派遣留学生（国境無き科学計画による留学生を含む） 

・クウェート政府派遣留学生 ・ブルネイ政府派遣留学生 

・ケニア政府派遣留学生 ・ベトナム政府派遣留学生 

・サウジアラビア政府派遣留学生 ・ボツワナ政府派遣留学生 

・シリア政府派遣留学生 ・マレーシア政府派遣留学生 

・シンガポール政府派遣留学生 ・メキシコ政府派遣留学生 

・タイ政府派遣留学生（ODOS=OneDistrictOneScholarshipを含む） ・モンゴル政府派遣留学生 

・台湾政府派遣留学生（教育部等） ・リビア政府派遣留学生 

・中国政府派遣留学生（国家建設高水平大学公派研究生を含む） ・ロシア政府派遣留学生 

  

6. 「上記以外の私費留学生270」には、各種経費一部負担の奨学金を受給する外国人留学生も含みます。 

 

7. いずれの私費外国人留学生コードに該当するか確認できない場合は、「上記以外の私費留学生 270」に区分してくだ

さい。 

 

【入学年月】 

貴校に入学した年を西暦４桁、月を２桁で記入してください。編入学等の場合は、現在の在籍区分になった年月を記

入してください。 

 西暦 月  

西暦で記入 
２ ０ １ ９ ０ ４ ←（例）2019年（平成31年）４月入学 

２ ０ １ ８ １ ０ ←（例）2018年（平成30年）10月入学 
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【直前の在籍機関コード】 

貴校に在籍している外国人留学生が、現在の在籍区分になる前に在籍していた機関について、下表から該当コードを

記入してください。その際、当該機関の在籍状況（卒業・離職等）は問いません。 

下表※①～⑤は各種コード表の「直前の在籍機関コード別表」（28～35ページ）を参照してください。 

海
外
に
所
在
す
る
機
関 

在学 

高等学校 ０ ０ １ 

在外教育施設（高等部） ※① ０ ０ ２ 

準備教育課程を設けている教育施設の当該課程 ※② ０ ０ ３ 

大学に附置された日本語教育施設（①、②を除く。） ０ ０ ４ 

日本語学校（①、②を除く。） ０ ０ ５ 

専修学校・各種学校 ０ ０ ６ 

大学（大学院を含む。） ０ ０ ７ 

その他高等教育機関（短期大学等） ０ ０ ８ 

上記のいずれにも属さない教育機関（インターナショナルスクールを含む。） ０ ０ ９ 

在職 
研究機関・大学（講師等） ０ １ ０ 

官公署、一般企業等（アルバイト・パートタイムを含む。） ０ １ １ 

その他 兵役・無職・不明等 ０ ８ ８ 

日
本
に
所
在
す
る
機
関 

在学 

高等学校 ２ ０ １ 

準備教育課程を設けている教育施設の当該課程A ※③ ２ ０ ２ 

準備教育課程を設けている教育施設の当該課程B ※④ ２ ０ ３ 

専修学校 一般課程 高等課程 ２ ０ ４ 

専修学校 専門課程 ２ ０ ５ 

各種学校（③、④、⑤を除く。） ２ ０ ６ 

高等専門学校 ２ ０ ７ 

短期大学 ２ ０ ８ 

大学・短期大学の日本語別科・留学生別科 ２ ０ ９ 

大学・短期大学に附置された日本語教育施設（③、④、日本語別科・留学生別科を除く。） ２ 1 ０ 

大学 ２ １ １ 

大学院 ２ １ ２ 

日本語教育機関 ※⑤（専修学校、③、④を除く。） ２ １ ３ 

在職 
研究機関・大学（講師等） ２ １ ４ 

官公署、一般企業等（アルバイト・パートタイムを含む。） ２ １ ５ 

その他 無職・不明等 ２ ８ ８ 

所在地不明（所属機関の種類は問わない。） ８ ８ ８ 

1. 現在の在籍区分になる前に在籍していた機関の記入例としては、以下にならってください。 

・母国の高等学校卒業後、母国の日本語学校を卒業し、現在、２年生  

 →「日本語学校005」 

・母国の大学に在籍したまま交流協定に基づき来日し、現在、聴講生  

 →「大学（大学院を含む。）007」 

・母国の高等学校を卒業後、兵役を経て来日し、現在、１年生 

 →「その他088」 

・母国の高等学校を前年９月に卒業し、アルバイトを経て来日し、現在、研究生 

 →教育制度により入学までに空白期間ができる場合は、空白期間前の在籍機関「高等学校001」 

・日本の日本語学校を卒業後、現在、２年生 

 →「日本語教育機関213」 

※現在の在籍区分になる前にどこに所属していたかを問うものですので、現在、学年が何年生であるかは問題となり

ません。 
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※不明の場合には、「海外に所在する機関 その他 088」、「日本に所在する機関 その他 288」、「所在地不明 888」を

記入してください。 

※特定活動(就活等)の場合には、それ以前に在籍していた機関のコードを記入してください。 

※「その他」の場合は、その間が1・2ヶ月であれば、それ以前に在籍していた機関のコードを記入してください。 

2. 「在外教育施設」とは、学校教育法施行規則に基づき、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するもの

として認定又は指定した海外の教育施設をいいます。別表①（28ページ）を参照してください。 

3. 「準備教育課程を設けている教育施設の当該課程」とは、文部科学大臣の指定により我が国の大学に入学するため

の準備教育を行う課程をいいます。海外に所在する機関は別表②（28ページ）を、日本に所在する機関は別表③④

（29ページ）を参照してください。なお準備教育課程を設けている機関であっても、外国人留学生が当該課程の所

属でなければコードが異なります。 

4. 「日本語教育機関」とは、別表⑤（30～35ページ）の法務大臣が告示をもって定める日本語教育施設をいいます。

別表⑤に記載されている教育施設でも、別表③④（29ページ）の準備教育課程や認定対象外のコース出身の外国人

留学生は、それぞれ前ページの表で別途設定されている該当コードを記入してください。 

  

【住居形態コード】 

外国人留学生の住居について、下表から該当コードを記入してください。 

学校が設置する留学生向け宿舎 １ １ 

学校による留学生向け借り上げ宿舎 １ ２ 

日本学生支援機構が設置する宿舎 ２ １ 

地方公共団体が設置する宿舎 ２ ２ 

公益法人等が設置する宿舎 ２ ３ 

「特定目的借上公共賃貸住宅制度」活用住宅の借り上げ ２ ４ 

公営住宅 ２ ５ 

支援協紹介の社員寮 ２ ６ 

都市再生機構設置住宅 ２ ７ 

一般学生用寮・宿舎 ３ １ 

民間企業の社員寮（支援協紹介を除く。） ４ １ 

民間宿舎・アパート ４ ２ 

ホームステイ ４ ３ 

住居未定 ４ ４ 

その他 ４ ５ 

 

① 学校が設置する留学生向け宿舎 

貴校が設置したか、他校が設置したかは問いません。 

※日本人学生との混在型もこちらで回答してください。 

② 学校による留学生向け借り上げ宿舎 

貴校が民間賃貸住宅や公営住宅等を借り上げて外国人留学生に貸与する宿舎をいいます。 

③ 日本学生支援機構が設置する宿舎 

本機構が設置している下記の国際交流会館等をいいます。 

・東京日本語教育センター留学生寮 ・大阪日本語教育センター留学生寮 

・東京国際交流館         ・兵庫国際交流会館 

④ 地方公共団体が設置する宿舎 

地方公共団体が設置又は所管の公益法人が管理・運営する「国際交流会館」「留学生会館」等の外国人留学生受入れ

宿舎をいいます。日本人学生の有無や人数の多寡は問いません。 
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※不明の場合には、「海外に所在する機関 その他 088」、「日本に所在する機関 その他 288」、「所在地不明 888」を

記入してください。 

※特定活動(就活等)の場合には、それ以前に在籍していた機関のコードを記入してください。 

※「その他」の場合は、その間が1・2ヶ月であれば、それ以前に在籍していた機関のコードを記入してください。 

2. 「在外教育施設」とは、学校教育法施行規則に基づき、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するもの

として認定又は指定した海外の教育施設をいいます。別表①（28ページ）を参照してください。 

3. 「準備教育課程を設けている教育施設の当該課程」とは、文部科学大臣の指定により我が国の大学に入学するため

の準備教育を行う課程をいいます。海外に所在する機関は別表②（28ページ）を、日本に所在する機関は別表③④

（29ページ）を参照してください。なお準備教育課程を設けている機関であっても、外国人留学生が当該課程の所

属でなければコードが異なります。 

4. 「日本語教育機関」とは、別表⑤（30～35ページ）の法務大臣が告示をもって定める日本語教育施設をいいます。

別表⑤に記載されている教育施設でも、別表③④（29ページ）の準備教育課程や認定対象外のコース出身の外国人

留学生は、それぞれ前ページの表で別途設定されている該当コードを記入してください。 

  

【住居形態コード】 

外国人留学生の住居について、下表から該当コードを記入してください。 

学校が設置する留学生向け宿舎 １ １ 

学校による留学生向け借り上げ宿舎 １ ２ 

日本学生支援機構が設置する宿舎 ２ １ 

地方公共団体が設置する宿舎 ２ ２ 

公益法人等が設置する宿舎 ２ ３ 

「特定目的借上公共賃貸住宅制度」活用住宅の借り上げ ２ ４ 

公営住宅 ２ ５ 

支援協紹介の社員寮 ２ ６ 

都市再生機構設置住宅 ２ ７ 

一般学生用寮・宿舎 ３ １ 

民間企業の社員寮（支援協紹介を除く。） ４ １ 

民間宿舎・アパート ４ ２ 

ホームステイ ４ ３ 

住居未定 ４ ４ 

その他 ４ ５ 

 

① 学校が設置する留学生向け宿舎 

貴校が設置したか、他校が設置したかは問いません。 

※日本人学生との混在型もこちらで回答してください。 

② 学校による留学生向け借り上げ宿舎 

貴校が民間賃貸住宅や公営住宅等を借り上げて外国人留学生に貸与する宿舎をいいます。 

③ 日本学生支援機構が設置する宿舎 

本機構が設置している下記の国際交流会館等をいいます。 

・東京日本語教育センター留学生寮 ・大阪日本語教育センター留学生寮 

・東京国際交流館         ・兵庫国際交流会館 

④ 地方公共団体が設置する宿舎 

地方公共団体が設置又は所管の公益法人が管理・運営する「国際交流会館」「留学生会館」等の外国人留学生受入れ

宿舎をいいます。日本人学生の有無や人数の多寡は問いません。 
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⑤ 公益法人等が設置する宿舎 

地方公共団体所管以外の公益法人等が設置・管理・運営又は民間団体が設置した「国際交流会館」「留学生会館」等

の外国人留学生受入れ宿舎をいいます。日本人学生の有無や人数の多寡は問いません。 

⑥ 「特定目的借上公共賃貸住宅制度」活用住宅の借り上げ 

地方公共団体等が国土交通省の「特定目的借上公共賃貸住宅制度」を活用して建設された民間賃貸住宅を借り上げ、

外国人留学生に貸与しているものをいいます。 

⑦ 公営住宅 

「学校による留学生向け借り上げ宿舎 12」以外の公営住宅をいいます。地方公共団体等が外国人留学生向けに借り

上げているものも含みます。 

⑧ 支援協紹介の社員寮 

（公財）留学生支援企業協力推進協会が実施する「社員寮への留学生受入れプログラム」により入居する宿舎をいいます。 

⑨ 都市再生機構設置住宅 

「学校による留学生向け借り上げ宿舎 12」以外の（独）都市再生機構が設置した住宅をいいます。地方公共団体等

が外国人留学生向けに借り上げているものも含みます。 

⑩ 一般学生用寮・宿舎 

主に日本人学生の受入れを目的として学校が設置している宿舎のことをいいます。貴校が設置したか、他校が設置

したかは問いません。 

⑪ 民間企業の社員寮（支援協紹介を除く。） 

「支援協紹介の社員寮」を除く、民間企業社員寮のことをいいます。 

⑫ 民間宿舎・アパート 

上記以外で外国人留学生個人（又は親族等の代理人）が不動産業者等と賃貸契約を結び入居する宿舎をいいます。 

※本機構と指定宿舎契約を締結している民間宿舎・アパート（部屋単位）はこちらのコードを記入してください。 

⑬ ホームステイ 

日本に居住している配偶者又は親族以外の一般家庭に同居する場合をいいます。 

※配偶者や親族の住居に居住している場合は「その他45」を記入してください。 

⑭ 住居未定 

令和元年５月１日現在で住居が未定、又はまだ決まっていない場合をいいます。一時帰国のため日本での住居を撤

去している場合も含みます。 

⑮ その他 

上記のいずれにもあてはまらない場合をいいます。 
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【２】「2018（平成30年）度外国人留学生進路状況調査」記入要領 

－専修学校（専門課程）用－ 

 

1. 本調査でいう「外国人留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第１に定める「留学」の在留資格（いわ

ゆる「留学ビザ」）により、我が国の大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）、我

が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設及び日本語教育機関において教育を受ける外国人

学生を指します。 

※「研究」「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格の者は本調査の対象となりません。 

※ 在外日本人の日本への「留学」は本調査の対象とはなりません。 

 

2. 平成30年度中（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）に、貴校の正規課程を修了した外国人留学生（非

正規生は除く。）の人数を記入してください。なお、学校の定めるカリキュラムを早期に修了し、年度途中に離校

した外国人留学生は対象となりますが、退学・転学・除籍等で、修了前に離校した外国人留学生は対象外となりま

す。 

 

3. 本調査でいう「国費」とは、「国費外国人留学生制度実施要項（昭和29年３月31日文部大臣裁定）」に定める「国

費外国人留学生」をいいます。 

本調査でいう「私費」とは、上記の「国費外国人留学生」以外のすべての外国人留学生をいいます。本機構が実施   

する「私費外国人留学生学習奨励費」を受給する外国人留学生、国費以外の各種奨学金を受給する外国人留学生、

外国政府派遣留学生等も「私費」に区分されます。 

※「国費」及び「私費」の欄は、修了時の属性で区分してください。 

 

4. 本調査における「進路」の時点としては、当該外国人留学生の修了時点の状況をいいますが、後日、進路の変更や

帰国等が判明した場合には、判明した進路状況を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔本調査についての照会先〕 

（独）日本学生支援機構 留学生事業部留学情報課 企画調査係  

電 話 ０３－５５２０－６１１１ 

ＦＡＸ ０３－５５２０－６１２１ 

 

照会の際は同封のFAX質問票でお問い合わせください。折り返しご連絡させていただきます。 
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進路専修・様式２ 

今年度より、調査票の回答は、個人別ごとに回答をしていただくことになり、記入様式を大幅に変更しています。 

 

【学校コード】 

８月上旬頃に掲載しますので、本機構ホームページにて「学校コード表」を参照し、該当コードを記入してください。 

http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_youryo/index.html 

 

【本調査対象人数等】 

本調査対象の総数及び左記の内、「職業実践専門課程」に在籍していた外国人留学生数を記入してください。 

 

【番号（連番）】 

外国人留学生一人につき、１番ずつ通し番号をつけてください。 

電子媒体提出用ファイルには「0001」から4桁で通し番号を記入してください。 

 

【専攻区分コード】 

各種コード表の「３．学科コード表」（27ページ）を参照し、該当する３桁のコードを記入してください。 

 

【国・地域コード】 

外国人留学生の出身国・地域について、各種コード表の「２．国・地域コード表」（26 ページ）を参照し、該当コー

ドを記入してください。 

※出身国・地域は、旅券又は外国人登録証に記載されているものとします。ただし、台湾出身の学生は外国人登録証

の記載に関わらず「台湾」に区分してください。 

※香港出身の学生は「香港」に区分してください。マカオ出身の学生は、「中国」に区分してください。 

※いわゆる「多重国籍」の状態にある学生の場合、日本に入国した際の旅券や外国人登録証明書等に従って、記入し

てください。 

 

【国費私費区分コード】 

 下記から該当コードを記入してください。 

留学生区分 コード 

国費留学生 ０ １ 

私費留学生 ０ ２ 
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【進路区分コード】 

下表から該当コードを記入してください。 

Ａ．日本国内の進路先 コード 
 

Ｂ．母国の進路先 コード 

①就職（同一都道府県内） 0 1 
 

⑮就職 1 5 

②就職（同一都道府県外） 0 2 
 

⑯進学 1 6 

③貴校に進学 0 3 
 

⑰その他（就職活動中） 1 7 

④大学（大学院含む）・短大・高等専門学校に進学（貴校以外で同一都道府県内） 0 4 
 

⑱その他（進学準備中） 1 8 

⑤大学（大学院含む）・短大・高等専門学校に進学（貴校以外で同一都道府県外） 0 5 
  

  

⑥専修学校に進学（貴校以外で同一都道府県内） 0 6 
 

⑳その他（未定・不明を含む） 2 0 

⑦専修学校に進学（貴校以外で同一都道府県外） 0 7 
    

⑧日本語教育機関に進学（貴校以外で同一都道府県内） 0 8 
 

Ⅽ．日本国内・母国以外の進路先 コード 

⑨日本語教育機関に進学（貴校以外で同一都道府県外） 0 9 
 

㉑就職 2 1 

⑩その他（就職活動中） 1 0 
 

㉒進学 2 2 

⑪その他（進学準備中） 1 1 
 

㉓その他（就職活動中） 2 3 

   
 

㉔その他（進学準備中） 2 4 

   
  

  

⑭その他（未定・不明を含む） 1 4 
 

㉖その他（未定・不明を含む） 2 6 

      
㉗不明 2 7 

    
 

【①②⑮㉑就職】 

給料、賃金、報酬、その他の収入を目的とする仕事に就いた者を記入してください。 

①②の「同一都道府県内」、「同一都道府県外」の区分について、就職先企業等の主たる事務所等が貴校の本部所在地

と同じ都道府県にあるかどうかで判断してください。 

 

【③④⑤⑥⑦⑧⑨⑯㉒進学】 

日本国内 

「③貴校に進学」には、貴校を修了後、貴校の他学科に進学した場合や、貴校を修了後も研究生等の身分により貴校

で学習を継続している者を記入してください。 

 

「③貴校に進学」以外には、貴校を修了後、貴校以外の日本国内の大学（大学院を含む）、短期大学、高等専門学校、

専修学校（専門課程）、日本語教育機関に進学した者を記入してください。 

 

④⑤⑥⑦⑧⑨の「同一都道府県内」、「同一都道府県外」の区分について、進学先の本部の所在地が貴校の本部所在地

と同じ都道府県にあるかどうかで判断してください。 

 

【⑩⑰㉓その他（就職活動中）】 

就職活動中の者を記入してください。 

 

【⑪⑱㉔その他（進学準備中）】 

進学準備中の者を記入してください。 

 

【⑭⑳㉖その他（未定・不明を含む。）】 

日本国内 

「⑭その他（未定・不明を含む。）」には、日本国内で、上記に当てはまらない者を記入してください。 
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母国 

「⑳その他（未定・不明を含む。）」には、母国へ帰ったことは明らかであるが、上記に当てはまらない者（進路未定

者を含む。）や、貴校がその後の進路を把握していない者を記入してください。 

 

上記以外の国 

「㉖その他（未定・不明を含む。）」には、日本・母国以外で、上記に当てはまらない者（進路未定者を含む。）や、貴

校がその後の進路を把握していない者を記入してください。 

 

【㉗不明】 

①～㉖のいずれに該当するか貴校で把握していない者を記入してください。 

「日本国内」「母国」「上記以外の国」で、その後の進路が不明の者は、「⑭⑳㉖その他（未定・不明を含む。）」に記入

してください。 

 

※【⑭⑳㉖その他（未定・不明を含む。）】【㉗不明】の人数が多い場合は、お問い合わせさせていただくことがござい

ます。 

※⑫、⑬、⑲、㉕は専修学校（専門課程）において該当がないため、記入しないでください。 
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母国 

「⑳その他（未定・不明を含む。）」には、母国へ帰ったことは明らかであるが、上記に当てはまらない者（進路未定

者を含む。）や、貴校がその後の進路を把握していない者を記入してください。 

 

上記以外の国 

「㉖その他（未定・不明を含む。）」には、日本・母国以外で、上記に当てはまらない者（進路未定者を含む。）や、貴

校がその後の進路を把握していない者を記入してください。 

 

【㉗不明】 

①～㉖のいずれに該当するか貴校で把握していない者を記入してください。 

「日本国内」「母国」「上記以外の国」で、その後の進路が不明の者は、「⑭⑳㉖その他（未定・不明を含む。）」に記入

してください。 

 

※【⑭⑳㉖その他（未定・不明を含む。）】【㉗不明】の人数が多い場合は、お問い合わせさせていただくことがござい

ます。 

※⑫、⑬、⑲、㉕は専修学校（専門課程）において該当がないため、記入しないでください。 
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【日本国内就職者業種区分コード】 

進路区分コード①②の場合、下表から該当コードを記入してください。 

※就職した企業等の業種を記入してください。 

※表内の業種名において判別等ができない場合は、「701」（不明）を記入してください。 

 

分類 業種 コード 
 

分類 業種 コード 

製
造
業 

食料品 １ ０ １ 
 

そ
の
他 

農林業 ６ ０ １ 

繊維工業 １ ０ ２ 
 

漁業 ６ ０ ２ 

プラスチック製品 １ ０ ３ 
 

鉱業，採石業，砂利採取業 ６ ０ ３ 

金属製品 １ ０ ４ 
 

建設業 ６ ０ ４ 

生産用機械器具 １ ０ ５ 
 

電気・ガス・熱供給・水道業 ６ ０ ５ 

電気機械器具 １ ０ ６ 
 

情報通信業 ６ ０ ６ 

輸送用機械器具 １ ０ ７ 
 

運輸・信書便事業 ６ ０ ７ 

その他 １ ０ ８ 
 

金融・保険業 ６ ０ ８ 

卸
売
業 

各種商品（総合商社等） ２ ０ １ 
 

不動産・物品賃貸業 ６ ０ ９ 

繊維・衣服等 ２ ０ ２ 
 

宿泊業 ６ １ ０ 

飲食料品 ２ ０ ３ 
 

飲食サービス業 ６ １ １ 

建築材料，鉱物・金属材料等 ２ ０ ４ 
 

生活関連サービス（理容･美容等）･娯楽業 ６ １ ２ 

機械器具 ２ ０ ５ 
 

学校教育 ６ １ ３ 

その他 ２ ０ ６ 
 

その他の教育，学習支援業 ６ １ ４ 

小
売
業 

各種商品 ３ ０ １ 
 

複合サービス事業（郵便局，農林水産

業協同組合，事業協同組合（他に分類

されないもの）） 

６ １ ５ 
織物・衣服・身の回り品 ３ ０ ２ 

 

飲食料品（コンビニエンスストア等） ３ ０ ３ 
 

その他の事業サービス業（速記・ワー

プロ入力・複写業，建物サービス業，

警備業等） 

６ １ ６ 
機械器具小売業 ３ ０ ４ 

 

その他 ３ ０ ５ 
 

その他のサービス業 ６ １ ７ 

学
術
研
究
、 

専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業 

学術・開発研究機関 ４ ０ １ 
 

宗教 ６ １ ８ 

専門サービス業（他に分類されないもの） ４ ０ ２ 
 

公務（他に分類されないもの） ６ １ ９ 

広告業 ４ ０ ３ 
 

分類不能の産業 ６ ２ ０ 

技術サービス業（他に分類されないもの） ４ ０ ４ 
 

 

    

医
療
・ 

福
祉
業 

医療業 ５ ０ １ 
 不 明 ７ ０ １ 

保健衛生 ５ ０ ２ 
 

社会保険・社会福祉・介護事業 ５ ０ ３ 
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 記入要領 

専修学校（専門課程）用 
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【日本国内就職者職種区分コード】 

進路区分コード①②の場合、下表から該当コードを記入してください。 

※就職した企業等の職種を記入してください。 

※表内の職種名において判別等ができない場合は、「201」（不明）を記入してください。 

 

職種 コード 

翻訳・通訳 １ ０ １ 

販売・営業 １ ０ ２ 

海外業務 １ ０ ３ 

技術開発（情報処理分野） １ ０ ４ 

貿易業務 １ ０ ５ 

技術開発（情報処理分野以外） １ ０ ６ 

設計 １ ０ ７ 

教育 １ ０ ８ 

広報・宣伝 １ ０ ９ 

会計業務 １ １ ０ 

その他 １ １ １ 

    

不明 ２ ０ １ 
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【３】日本人学生留学状況調査     

 記入要領 

専修学校（専門課程）用 
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【日本国内就職者職種区分コード】 

進路区分コード①②の場合、下表から該当コードを記入してください。 

※就職した企業等の職種を記入してください。 

※表内の職種名において判別等ができない場合は、「201」（不明）を記入してください。 

 

職種 コード 

翻訳・通訳 １ ０ １ 

販売・営業 １ ０ ２ 

海外業務 １ ０ ３ 

技術開発（情報処理分野） １ ０ ４ 

貿易業務 １ ０ ５ 

技術開発（情報処理分野以外） １ ０ ６ 

設計 １ ０ ７ 

教育 １ ０ ８ 

広報・宣伝 １ ０ ９ 

会計業務 １ １ ０ 

その他 １ １ １ 

    

不明 ２ ０ １ 
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【３】「2018（平成30）年度日本人学生留学状況調査」記入要領 

－専修学校（専門課程）用－ 

 

1. 本調査は、教育又は研究等を目的として、平成 30年度中（平成 30年４月１日から平成 31年３月 31日まで）に海

外の大学等（海外に所在する日本の大学等の分校は除く。以下、「海外の大学等」という。）で留学を開始した日本

人学生について調査するものです（平成30年３月31日以前から継続している留学は含みません。）。 

 

2. 本調査でいう「日本人学生」とは、「日本国籍を有する者」で日本人旅券により留学先国へ入国する者を指します。

日本において「定住者」「永住者」等の在留資格の者は対象外となります。 

 

3. 本調査の調査対象として、科目等履修生等、非正規の日本人学生も含みます。 

 

4. 本調査でいう｢留学｣とは、海外の大学等における教育又は研究等の活動及び、異文化体験・語学の実地習得、研究

指導を受ける活動等、海外の教育機関（あるいはそれに付属する機関）と関連して行われる各種プログラムへの参

加をいいます。 

※本調査の対象 

・大学や大学付属機関における研究、教育、学習 

・民間の語学学校での語学研修 

・現地での教育実習、研修等のうち、実習前又は後に指導教官等と意見交換や実習の評価を受けたりするもの 

・現地の大学等と交流を行うもの 

・貴校において単位授与を伴うもの 

※本調査の対象外 

・現地での学会やシンポジウムにおいて、研究交流を伴わない発表や参加のみを目的としたもの 

・企業や日本の関係機関（JICA、外務省等）でのインターンシップ、ワーキングホリデー、ボランティア 

 ただし、上記「本調査の対象外」であっても、単位授与を伴ったり、指導教官等と意見交換や実習の評価を受け

たりするものは、研究、教育等とみなし、本調査の対象となりますので、ご注意ください。 

 

5. 平成30年度中に留学した日本人学生に関する情報を一人につき１行ずつ記入してください。 

なお、次に該当する場合は、同一人物であっても複数行にわたって、それぞれの情報に基づき、ご記入ください。 

・当該期間に複数回留学した場合（同一国へ留学した場合も同様。） 

・当該期間に複数国へ留学した場合（それぞれの国の留学期間に基づいて記入。） 

 ※一つのプログラムで、複数国へ留学する場合も同様。 

 

6. 「協定等に基づかない」留学についても、貴学が把握している日本人学生について、記入をお願いします。不明の

項目がありましたら、｢不明｣に該当するコードを記入してください。 

 ※協定に基づかずに、民間業者が契約・提携する海外の大学等での留学についても、本調査の対象となります。 

 

 

 

〔本調査についての照会先〕 

（独）日本学生支援機構 留学生事業部留学情報課 企画調査係   

電 話 ０３－５５２０－６１１１ 

ＦＡＸ ０３－５５２０－６１２１ 

 

 照会の際は同封のFAX質問票でお問い合わせください。折り返しご連絡させていただきます。 
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日本人・様式３ 

【学校コード】 

８月上旬頃に掲載しますので、本機構ホームページにて「学校コード表」を参照し、該当コードを記入してください。 

http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_youryo/index.html 

 

【番号（連番）】 

 日本人学生一人につき、１番ずつ番号をつけてください。 

電子媒体提出用ファイルには「0001」から4桁で通し番号を記入してください。 

※なお、次に該当する場合は、同一人物であっても複数行にわたって、それぞれの情報に基づき複数行記入していた

だき、番号（連番）も変えて記入してください。 

・当該期間に複数回留学した場合 

・当該期間に複数国へ留学した場合（それぞれの国の留学期間に基づいて記入。） 

 ※一つのプログラムで、複数国へ留学する場合も同様です。 

 

【国・地域コード】 

協定先大学等の国・地域について、各種コード表の「２．国・地域コード表」（26 ページ）を参照し、該当コードを

記入してください。 

※香港に留学した場合は「香港」、台湾に留学した場合は「台湾」、マカオに留学した場合は「中国」に区分してくだ

さい。 

なお、地域も分からない場合は「801」（不明）を記入してください。 

 

【性別コード】 

下表から該当コードを記入してください。 

男 １ 

女 ２ 

 

【留学先の専攻区分コード】 

下表から該当コードを記入してください。 

専修学校(専門課程) コード 

人文 ０ １ 

社会 ０ ２ 

   

工業 ０ ４ 

   

農業 ０ ６ 

保健（看護） ０ ７ 

保健（看護を除く。） ０ ８ 

家政 ０ ９ 

教育 １ ０ 

芸術 １ １ 

   

   

その他 １ ４ 

不明 １ ５ 

※留学先での専攻区分が対象です。 

※各区分にどの小分類（学科）が含まれるかについては、各種コード表の「３．学科コード表」（27 ページ）を参照
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日本人・様式３ 

【学校コード】 

８月上旬頃に掲載しますので、本機構ホームページにて「学校コード表」を参照し、該当コードを記入してください。 

http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_youryo/index.html 

 

【番号（連番）】 

 日本人学生一人につき、１番ずつ番号をつけてください。 

電子媒体提出用ファイルには「0001」から4桁で通し番号を記入してください。 

※なお、次に該当する場合は、同一人物であっても複数行にわたって、それぞれの情報に基づき複数行記入していた

だき、番号（連番）も変えて記入してください。 

・当該期間に複数回留学した場合 

・当該期間に複数国へ留学した場合（それぞれの国の留学期間に基づいて記入。） 

 ※一つのプログラムで、複数国へ留学する場合も同様です。 

 

【国・地域コード】 

協定先大学等の国・地域について、各種コード表の「２．国・地域コード表」（26 ページ）を参照し、該当コードを

記入してください。 

※香港に留学した場合は「香港」、台湾に留学した場合は「台湾」、マカオに留学した場合は「中国」に区分してくだ

さい。 

なお、地域も分からない場合は「801」（不明）を記入してください。 

 

【性別コード】 

下表から該当コードを記入してください。 

男 １ 

女 ２ 

 

【留学先の専攻区分コード】 

下表から該当コードを記入してください。 

専修学校(専門課程) コード 

人文 ０ １ 

社会 ０ ２ 

   

工業 ０ ４ 

   

農業 ０ ６ 

保健（看護） ０ ７ 

保健（看護を除く。） ０ ８ 

家政 ０ ９ 

教育 １ ０ 

芸術 １ １ 

   

   

その他 １ ４ 

不明 １ ５ 

※留学先での専攻区分が対象です。 

※各区分にどの小分類（学科）が含まれるかについては、各種コード表の「３．学科コード表」（27 ページ）を参照
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してください。 

※語学研修のみを目的とする留学は、「01」を記入してください。 

 ※一度の留学で専攻区分と学校種が異なる場合、当該留学の主たる目的の専攻区分と学校種を記載してください。 

（例）前半は大学付属の語学学校で学び、後半は工学部で学ぶ日本人学生 

    → 留学生の専攻区分は「工学04」、留学先の学校種は「大学学部・短期大学レベル３」 

 

【留学先の学校種コード】 

留学先の学校種について、下表から該当コードを記入してください。 

大学院 
博士レベル １ 

修士レベル ２ 

大学学部・短期大学レベル ３ 

ランゲージセンター等の大学附置施設 ４ 

専門学校レベル ５ 

民間等の語学学校 ６ 

その他 ７ 

不明 ８ 

 ※留学先の学校種が不明な場合には、派遣した日本人学生の日本での在学段階を記入してください。 

  

【協定コード】 

該当する日本人学生の留学について、協定等制度の有無について、下表から該当コードを記入してください。 

協定等制度に基づく留学 １ 

協定等制度なし ２ 

※「協定等制度に基づく留学」とは、派遣元と派遣先の学校長等により取り交わされた正式文書が存在するか、正式

文書の取り交わしが無くとも、学生交流に関わる事務文書等が貴校に存在し、交流実績がある取り決め、又は覚書

等により日本人学生を派遣するものを指します。 

 ※協定校であっても、長期休暇中に自分で留学する等協定制度を利用していない場合には、「２」を記入してください。 

 

【協定番号（連番）】 

同一の協定等に基づき留学した日本人学生には、同一の協定番号をつけてください。 

協定等１件につき一つの協定番号です（留学１件につき一つではありません。）。 

※協定番号は「001」から３桁の番号をつけてください。 

※学校間協定についても、留学実績のあった協定等を１協定とみなし、同一の協定番号を対応させて記入してくださ

い。 

※「協定に基づかない」留学の場合、この項目には必ず「999」と記入してください。 

 

 具体例 

 ・協定コードが「協定等制度に基づく留学 １」の場合  →  協定ごとに協定番号をつける 

５名留学し、全員が同一の協定に基づいた留学の場合、５名とも協定番号は「001」 

５名留学し、３名が協定Ａ、２名が協定Ｂに基づき留学した場合、３名は協定番号「001」、２名は「002」 

 ・協定コードが「協定等制度なし ２」の場合  →  協定番号（連番）は「999」を記入 

 

【休学コード】 

当該する日本人学生の、留学中の休学の有無について、下表から該当コードを記入してください。 

休学あり １ 

休学なし ２ 

不明 ３ 
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【単位授与コード】 

貴校において単位授与を伴うプログラムかどうか（単位認定の有無）について、下表から該当コードを記入してくだ

さい。なお、当該プログラムに関し、学則上の設置科目と位置づけて成績評価を行う教員を配置しているかについて

は、特に問いません。 

単位授与を伴う １ 

単位授与を伴わない ２ 

不明 ３ 

 ※留学先の大学等における単位授与の有無は対象としません。 

 ※留学した日本人学生が実際に単位を取得したかどうかに関わらず、プログラムが単位授与を伴うものであるかどう

かでご回答ください。 

 

【留学先の大学等が開設する正規科目の履修の有無】 

留学先の大学等が開設する正規科目の履修の有無について、下表から該当コードを記入してください。 

正規科目の履修あり １ 

正規科目の履修なし ２ 

不明 ３ 

※「正規科目の履修あり」については、①科目を留学先の大学等が正規プログラムの一環として組み入れている、②

科目の受講により留学先大学等から成績証明書または修了書の証明書が発行される、等が判断基準となります。 

※語学学校についても、留学先の語学学校から成績証明書または修了書等の証明書が発行されるか否かにより判断しま

す。 

 

【留学期間コード】 

留学期間について、下表から該当コードを記入してください。 

２週間未満 ０ １ 

２週間以上１か月未満 ０ ２ 

１か月以上３か月未満 ０ ３ 

３か月以上６か月未満 ０ ４ 

６か月以上１年未満 ０ ５ 

１年以上１年６か月未満 ０ ６ 

１年６か月以上２年未満 ０ ７ 

２年以上３年未満 ０ ８ 

３年以上 ０ ９ 

不明 ９ ９ 

※当該日本人学生が実際に期間を満了したか否かについては問いません。当該日本人学生が留学を開始した時点にお

ける留学予定期間を記入してください。 
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【単位授与コード】 

貴校において単位授与を伴うプログラムかどうか（単位認定の有無）について、下表から該当コードを記入してくだ

さい。なお、当該プログラムに関し、学則上の設置科目と位置づけて成績評価を行う教員を配置しているかについて

は、特に問いません。 

単位授与を伴う １ 

単位授与を伴わない ２ 

不明 ３ 

 ※留学先の大学等における単位授与の有無は対象としません。 

 ※留学した日本人学生が実際に単位を取得したかどうかに関わらず、プログラムが単位授与を伴うものであるかどう

かでご回答ください。 

 

【留学先の大学等が開設する正規科目の履修の有無】 

留学先の大学等が開設する正規科目の履修の有無について、下表から該当コードを記入してください。 

正規科目の履修あり １ 

正規科目の履修なし ２ 

不明 ３ 

※「正規科目の履修あり」については、①科目を留学先の大学等が正規プログラムの一環として組み入れている、②

科目の受講により留学先大学等から成績証明書または修了書の証明書が発行される、等が判断基準となります。 

※語学学校についても、留学先の語学学校から成績証明書または修了書等の証明書が発行されるか否かにより判断しま

す。 

 

【留学期間コード】 

留学期間について、下表から該当コードを記入してください。 

２週間未満 ０ １ 

２週間以上１か月未満 ０ ２ 

１か月以上３か月未満 ０ ３ 

３か月以上６か月未満 ０ ４ 

６か月以上１年未満 ０ ５ 

１年以上１年６か月未満 ０ ６ 

１年６か月以上２年未満 ０ ７ 

２年以上３年未満 ０ ８ 

３年以上 ０ ９ 

不明 ９ ９ 

※当該日本人学生が実際に期間を満了したか否かについては問いません。当該日本人学生が留学を開始した時点にお

ける留学予定期間を記入してください。 
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【４】「平成30年度外国人留学生年間受入れ状況調査」記入要領

－専修学校（専門課程）用－

1. 本調査は、当該年度内である１年間の外国人留学生総数を把握するために、実施しています。今年度の調査は、平

成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に、貴校に在籍していた外国人留学生（現在も在籍している外国

人留学生を含む）が調査の対象となります。

特に、以下の点に留意の上、ご記入をお願いします。

※「【１】2019（令和元）年度外国人留学生在籍状況調査」は、令和元年５月１日現在における外国人留学生の在籍状

況の調査で、本調査は平成30年度が調査対象期間となりますので、ご注意ください。

※入学、又は修了年月が平成30年度の期間内でない場合も調査の対象となります。

※「平成30年度外国人留学生在籍状況調査」で回答いただいた外国人留学生を基に、各コードを平成30年度末時点

に修正した上で、平成30年度の期間中、平成30年５月１日現在において在籍していなかった外国人留学生（平成

30年４月１日在籍していたが、４月中に離籍した者や平成30年５月２日以降に在籍を開始した者）を追加するよ

うお願いします。

※「【１】2019（令和元）年度外国人留学生在籍状況調査」で回答いただく外国人留学生のうち、平成30年度に在籍

していた外国人留学生についても、本調査の対象となります。

2. 本調査でいう「外国人留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第１に定める「留学」の在留資格（いわゆ

る「留学ビザ」）により、我が国の大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）、我が

国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設及び日本語教育機関において教育を受ける外国人学生

調査対象（例）
　　Ａさん（①）：平成27年４月１日入学、平成31年３月31日修了
　　Ｂさん（②）：平成30年10月１日入学、平成30年12月20日退学
　　Ｃさん（③）：平成28年10月１日入学、平成30年９月30日修了
　　Ｄさん（④）：平成30年10月１日入学、令和４年９月30日修了予定
　　Ｅさん（⑤）：平成29年10月１日入学、令和元年９月30日修了予定
　　Ｆさん（⑥）：平成30年４月１日入学、平成30年４月20日在留資格変更

調査対象（例）
　　Ｇさん（⑦）：平成28年４月１日入学、平成30年３月31日修了
　　Ｈさん（⑧）：平成31年４月１日入学、令和５年３月31日修了予定
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【４】「平成30年度外国人留学生年間受入れ状況調査」記入要領 

－専修学校（専門課程）用－ 

 

1. 本調査は、当該年度内である１年間の外国人留学生総数を把握するために、実施しています。今年度の調査は、 

平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に、貴校に在籍していた外国人留学生（現在も在籍している 

外国人留学生を含む）が調査の対象となります。 

特に、以下の点に留意の上、ご記入をお願いします。 

 

在籍状況の調査で、本調査は平成30年度が調査対象期間となりますので、ご注意ください。 

 

※入学、又は修了年月が平成30年度の期間内でない場合も調査の対象となります。 

 

※「平成30年度外国人留学生在籍状況調査」で回答いただいた外国人留学生を基に、各コードを平成30年度末時点

に修正した上で、平成 30年度の期間中、平成 30年５月１日現在において在籍していなかった外国人留学生

（平成30年４月１日に在籍していたが、４月中に離籍した者や平成30年５月２日以降に在籍を開始した者）を追加する

ようお願いします。 

 

※「【１】2019（令和元）年度外国人留学生在籍状況調査」で回答いただく外国人留学生のうち、平成30年度に在籍

していた外国人留学生についても、本調査の対象となります。

 
2. 本調査でいう「外国人留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第１に定める「留学」の在留資格

（いわゆる「留学ビザ」）により、我が国の大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）、

我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設及び日本語教育機関において教育を受ける 

※「【１】2019（令和元）年度外国人留学生在籍状況調査」は、令和元年５月１日現在における外国人留学生の
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【４】「平成30年度外国人留学生年間受入れ状況調査」記入要領

－専修学校（専門課程）用－

1. 本調査は、当該年度内である１年間の外国人留学生総数を把握するために、実施しています。今年度の調査は、平

成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に、貴校に在籍していた外国人留学生（現在も在籍している外国

人留学生を含む）が調査の対象となります。

特に、以下の点に留意の上、ご記入をお願いします。

※「【１】2019（令和元）年度外国人留学生在籍状況調査」は、令和元年５月１日現在における外国人留学生の在籍状

況の調査で、本調査は平成30年度が調査対象期間となりますので、ご注意ください。

※入学、又は修了年月が平成30年度の期間内でない場合も調査の対象となります。

※「平成30年度外国人留学生在籍状況調査」で回答いただいた外国人留学生を基に、各コードを平成30年度末時点

に修正した上で、平成30年度の期間中、平成30年５月１日現在において在籍していなかった外国人留学生（平成

30年４月１日在籍していたが、４月中に離籍した者や平成30年５月２日以降に在籍を開始した者）を追加するよ

うお願いします。

※「【１】2019（令和元）年度外国人留学生在籍状況調査」で回答いただく外国人留学生のうち、平成30年度に在籍

していた外国人留学生についても、本調査の対象となります。

2. 本調査でいう「外国人留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第１に定める「留学」の在留資格（いわゆ

る「留学ビザ」）により、我が国の大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）、我が

国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設及び日本語教育機関において教育を受ける外国人学生

調査対象（例）
　　Ａさん（①）：平成27年４月１日入学、平成31年３月31日修了
　　Ｂさん（②）：平成30年10月１日入学、平成30年12月20日退学
　　Ｃさん（③）：平成28年10月１日入学、平成30年９月30日修了
　　Ｄさん（④）：平成30年10月１日入学、令和４年９月30日修了予定
　　Ｅさん（⑤）：平成29年10月１日入学、令和元年９月30日修了予定
　　Ｆさん（⑥）：平成30年４月１日入学、平成30年４月20日在留資格変更

調査対象（例）
　　Ｇさん（⑦）：平成28年４月１日入学、平成30年３月31日修了
　　Ｈさん（⑧）：平成31年４月１日入学、令和５年３月31日修了予定
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外国人学生を指します。 

※「研究」「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格の者は本調査の対象となりません。 

※ 在外日本人の日本への「留学」は本調査の対象とはなりません。 

 

3. 本調査の対象は、上記期間内に、在留資格「留学」により貴校に在籍した外国人留学生を指し、正規生・非正規生

の別、修了・退学の別は問いません。 

対象外国人留学生一人につき１行ずつ記入してください。 

 

4. 記入・入力が完了したら、調査対象期間（平成30年度）に在籍している者に間違いないか再度確認してください。 

 

 

〔本調査についての照会先〕 

（独）日本学生支援機構 留学生事業部留学情報課 企画調査係  

電 話 ０３－５５２０－６１１１ 

ＦＡＸ ０３－５５２０－６１２１ 

 照会の際は同封のFAX質問票でお問い合わせください。折り返しご連絡させていただきます。 

 

 

年間専修・様式４ 

コードについては、【１】「2019（令和元）年度外国人留学生在籍状況調査」と共通です。外国人留学生在籍状況調査の

記入要領(５～11ページ)を参照し、記入してください。 

 

【専攻区分コード】、【学年コード】、【留学生区分コード】及び【住居形態コード】については、平成30年度末（年度途

中に貴校を修了した場合は、修了時点）の状況を回答してください。 

 

なお、年度途中に貴校の学科を修了し、貴校の別の学科に進学する等、貴校内で専攻区分が変わる場合は、専攻区分ご

とに記入（複数行に記入）し、それぞれ修了時点及び平成30年度末の状況に対応したコードを回答してください。 

 

なお、以下の２点についてはご留意ください。 

 

【入学年月】 

貴校に入学した年月について、年を西暦４桁、月を２桁で記入してください。 

 

（記入例） 

 西暦 月  

西暦で記入 
２ ０ １ ８ ０ ４ ←（例）2018年（平成30年）４月入学 

２ ０ １ ７ １ ０ ←（例）2017年（平成29年）10月入学 

※入学年月が「201904」以降の場合、対象外です。ご注意ください。 

※入学年月が「201803」以前であっても、平成30年度中に在籍している場合、本調査の対象となります。 

 

【直前の在籍機関コード】 

 年度途中に貴校の別の学科に進学する等、貴校内で在籍区分が変わった場合（複数行に記入する場合）、進学後の状況

について記載する行の【直前の在籍期間コード】は、進学前（前在籍区分の修了時点）の状況に該当するコードを記

入してください。 
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外国人学生を指します。 

※「研究」「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格の者は本調査の対象となりません。 

※ 在外日本人の日本への「留学」は本調査の対象とはなりません。 

 

3. 本調査の対象は、上記期間内に、在留資格「留学」により貴校に在籍した外国人留学生を指し、正規生・非正規生

の別、修了・退学の別は問いません。 

対象外国人留学生一人につき１行ずつ記入してください。 

 

4. 記入・入力が完了したら、調査対象期間（平成30年度）に在籍している者に間違いないか再度確認してください。 

 

 

〔本調査についての照会先〕 

（独）日本学生支援機構 留学生事業部留学情報課 企画調査係  

電 話 ０３－５５２０－６１１１ 

ＦＡＸ ０３－５５２０－６１２１ 

 照会の際は同封のFAX質問票でお問い合わせください。折り返しご連絡させていただきます。 

 

 

年間専修・様式４ 

コードについては、【１】「2019（令和元）年度外国人留学生在籍状況調査」と共通です。外国人留学生在籍状況調査の

記入要領(５～11ページ)を参照し、記入してください。 

 

【専攻区分コード】、【学年コード】、【留学生区分コード】及び【住居形態コード】については、平成30年度末（年度途

中に貴校を修了した場合は、修了時点）の状況を回答してください。 

 

なお、年度途中に貴校の学科を修了し、貴校の別の学科に進学する等、貴校内で専攻区分が変わる場合は、専攻区分ご

とに記入（複数行に記入）し、それぞれ修了時点及び平成30年度末の状況に対応したコードを回答してください。 

 

なお、以下の２点についてはご留意ください。 

 

【入学年月】 

貴校に入学した年月について、年を西暦４桁、月を２桁で記入してください。 

 

（記入例） 

 西暦 月  

西暦で記入 
２ ０ １ ８ ０ ４ ←（例）2018年（平成30年）４月入学 

２ ０ １ ７ １ ０ ←（例）2017年（平成29年）10月入学 

※入学年月が「201904」以降の場合、対象外です。ご注意ください。 

※入学年月が「201803」以前であっても、平成30年度中に在籍している場合、本調査の対象となります。 

 

【直前の在籍機関コード】 

 年度途中に貴校の別の学科に進学する等、貴校内で在籍区分が変わった場合（複数行に記入する場合）、進学後の状況

について記載する行の【直前の在籍期間コード】は、進学前（前在籍区分の修了時点）の状況に該当するコードを記

入してください。 
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分類 コード 分類 コード
１０１ 測 量 測量，地図製図 ７０１ 家 政 家政
１０２ 土 木 ・ 建 築 土木，建築，建築設計，建築工学， ７０２ 家 庭 家庭，生活技術，家庭経営，幼児

建築設備工学，建築設備，都市建設工学， ７０３ 和 洋 裁 和裁，洋裁，服飾，服装，服装技術，
土木学，土木工学，建設，通信土木， 服飾デザイン，被服，和洋裁， 
設備工学 ニット洋裁，着付，デザイナー， 

１０３ 電 気 ・ 電 子 電子工学，電気工事，電気，電子工， デザイン，きもの，カッティング， 
電気工，電気工学，電子，電業技術， ファッションデザイン，服飾芸術， 
電子研究，放医電子，電気技術， 服飾デザイナー，洋装，スタイル画， 
航空電子 服装デザイン

１０４ 無 線 ・ 通 信 電気通信，放送，通信，テレビ， ７０４ 料 理 料理，調理，家庭料理
電波通信，テレビ工学，通信機械， ７０５ 編 物 ・ 手 芸 編物，手芸，機械編，編物手芸，
通信線路，電気テレビ，無線工学 ニッテイング，手芸編物，帽子， 

１０５ 自 動 車 整 備 自動車整備 刺しゅう，機械編物，組ひも
１０６ 機 械 機械，機械工学，機械設計
１０７ 電 子 計 算 機 電子計算機，電子計算，コンピュータ， ７０６ ファッションビジネス アパレルビジネス，

電算，電算ビジネス，プログラマー ファッションビジネス
１０８ 情 報 処 理 情報処理技術，女子情報処理，情報， ７９０ そ の 他 お花，お茶，製図，色彩

情報処理，情報ビジネス，情報技術， 
情報管理，情報工学 ８０１ 音 楽 音楽，ピアノ，バレエ，音響芸術

１９０ そ の 他 製図，工業，造船，応用化学，金属， ８０２ 美 術 造形美術，美術，建築，リビングアート，
公害，眼鏡，冷凍空調，コンクリート， 友禅染色，手工芸，造形，絵画，版画， 
自動車工業，航空工学，航空整備， 芸能美術，基礎美術，映像美術， 
航空機整備，時計眼鏡宝飾，環境設備， イラストレーション
眼鏡技術，製図トレーサー， ８０３ デ ザ イ ン デザイン，グラフィックデザイン，
写植オペレーター，自動車地質調査， インテリアデザイン，産業デザイン， 
電気機械溶接，素材工学（セラミック）， 環境デザイン，グラフィック油彩画， 
遺伝子工学（バイオテクノロジー） グラフィックインテリア， 

２０１ 農 業 農業 映像デザイン，デザインリビング， 
２０２ 園 芸 園芸，ガーデニング,造園 商業デザイン
２９０ そ の 他 食肉技術，きのこ栽培，生物工学 ８０４ 茶 華 道 茶道，華道

（バイオテクノロジー），水産増殖 ８０５ 外 国 語 英語，外国語，実務英語，英会話，
英語実務，英米語，留学国際英会話

３０１ 看 護 看護，高等看護 ８０６ 演 劇 ・ 映 画 演劇，映画，放送芸術
３０２ 准 看 護 准看護 ８０７ 写 真 写真，写真芸術
３０３ 歯 科 衛 生 歯科衛生 ８０８ 通 訳 ・ ガ イ ド 国際ガイド，フライトアテンダント，
３０４ 歯 科 技 工 歯科技工 通訳，ガイド，英文秘書，秘書
３０５ 臨 床 検 査 臨床検査 ８１０ 動 物 動物看護，トリマー
３０６ 診 療 放 射 線 診療放射線，放射線，レントゲン ８１１ 法 律 行 政 公務員，法律行政
３０７ はり・きゅう・あんま はり，きゅう，鍼灸マッサージ， ８１２ ス ポ ー ツ スポーツ，アスレチックトレーナー

鍼灸，あん摩，マッサージ，指圧 ８９０ そ の 他 ファッション，造園，海外日本語教員，
３０８ 柔 道 整 復 柔道整復，柔整 外国文化，キリスト教，教養，文学， 
３０９ 理学・作業療法 理学療法，作業療法，リハビリテーション ハンディクラフト，人形，ドレス，会話， 
３９０ そ の 他 医学技術，カイロプラクティック， メンズファッション，レタリング， 

姿勢保健，均整，視能訓練，医療， 天文地学，一般教養， 
保健師，助産師 ファッションデザイン，文科，理科， 

書道，社会教育
４０１ 栄 養 栄養，栄養料理
４０２ 調 理 調理，調理師 ８９８ 日 本 語 （日本語学科等）※法務省の日本語教育機関
４０３ 理 容 理容 の告示校に該当するコース等
４０４ 美 容 美容
４０５ 製 菓 ・ 製 パ ン 製菓，製菓衛生師 ８９９ 日 本 語 （日本語学科等）※法務省の日本語教育機関
４９０ そ の 他 薬学，エステ，ネイルアート の告示校に該当するコース等は含まない

５０１ 保 育 士 養 成 保育，保育士
５０２ 教 員 養 成 幼児教育，幼稚園教員，幼稚園教諭，

幼稚教育，児童教育，養護教育，音楽， 
幼教

５０３ 介 護 福 祉 介護福祉
５０４ 社 会 福 祉 社会福祉
５９０ そ の 他 ボランティア

６０１ 商 業 商業，経済商業，商業実務，商経実務，
商経

６０２ 経 理 ・ 簿 記 経理，経理会計，経理実務，簿記会計，
簿記，経理事務，商業簿記，会計， 
税務会計，計算実務，簿記珠算， 
経営経理，財務，税理，税務

６０３ タ イ ピ ス ト タイプ，和文タイプ，タイプ文書，
タイピスト，英文タイプ， 
タイプライティング

６０４ 秘 書 秘書，秘書養成，貿易秘書，英文秘書，
英語秘書，経営秘書

６０５ 経 営 経営学，観光経営，経営，経営技術，
経営実務

６０６ 旅 行 観光，ホテル，フライトアテンダント
６０７ 情 報 ＩＴビジネス，情報ビジネス
６０８ ビ ジ ネ ス 医療事務，福祉ビジネス
６９０ そ の 他 速記，珠算，編集広報

３．学科コード表
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分類 コード 分類 コード
１０１ 測 量 測量，地図製図 ７０１ 家 政 家政
１０２ 土 木 ・ 建 築 土木，建築，建築設計，建築工学， ７０２ 家 庭 家庭，生活技術，家庭経営，幼児

建築設備工学，建築設備，都市建設工学， ７０３ 和 洋 裁 和裁，洋裁，服飾，服装，服装技術，
土木学，土木工学，建設，通信土木， 服飾デザイン，被服，和洋裁， 
設備工学 ニット洋裁，着付，デザイナー， 

１０３ 電 気 ・ 電 子 電子工学，電気工事，電気，電子工， デザイン，きもの，カッティング， 
電気工，電気工学，電子，電業技術， ファッションデザイン，服飾芸術， 
電子研究，放医電子，電気技術， 服飾デザイナー，洋装，スタイル画， 
航空電子 服装デザイン

１０４ 無 線 ・ 通 信 電気通信，放送，通信，テレビ， ７０４ 料 理 料理，調理，家庭料理
電波通信，テレビ工学，通信機械， ７０５ 編 物 ・ 手 芸 編物，手芸，機械編，編物手芸，
通信線路，電気テレビ，無線工学 ニッテイング，手芸編物，帽子， 

１０５ 自 動 車 整 備 自動車整備 刺しゅう，機械編物，組ひも
１０６ 機 械 機械，機械工学，機械設計
１０７ 電 子 計 算 機 電子計算機，電子計算，コンピュータ， ７０６ ファッションビジネス アパレルビジネス，

電算，電算ビジネス，プログラマー ファッションビジネス
１０８ 情 報 処 理 情報処理技術，女子情報処理，情報， ７９０ そ の 他 お花，お茶，製図，色彩

情報処理，情報ビジネス，情報技術， 
情報管理，情報工学 ８０１ 音 楽 音楽，ピアノ，バレエ，音響芸術

１９０ そ の 他 製図，工業，造船，応用化学，金属， ８０２ 美 術 造形美術，美術，建築，リビングアート，
公害，眼鏡，冷凍空調，コンクリート， 友禅染色，手工芸，造形，絵画，版画， 
自動車工業，航空工学，航空整備， 芸能美術，基礎美術，映像美術， 
航空機整備，時計眼鏡宝飾，環境設備， イラストレーション
眼鏡技術，製図トレーサー， ８０３ デ ザ イ ン デザイン，グラフィックデザイン，
写植オペレーター，自動車地質調査， インテリアデザイン，産業デザイン， 
電気機械溶接，素材工学（セラミック）， 環境デザイン，グラフィック油彩画， 
遺伝子工学（バイオテクノロジー） グラフィックインテリア， 

２０１ 農 業 農業 映像デザイン，デザインリビング， 
２０２ 園 芸 園芸，ガーデニング,造園 商業デザイン
２９０ そ の 他 食肉技術，きのこ栽培，生物工学 ８０４ 茶 華 道 茶道，華道

（バイオテクノロジー），水産増殖 ８０５ 外 国 語 英語，外国語，実務英語，英会話，
英語実務，英米語，留学国際英会話

３０１ 看 護 看護，高等看護 ８０６ 演 劇 ・ 映 画 演劇，映画，放送芸術
３０２ 准 看 護 准看護 ８０７ 写 真 写真，写真芸術
３０３ 歯 科 衛 生 歯科衛生 ８０８ 通 訳 ・ ガ イ ド 国際ガイド，フライトアテンダント，
３０４ 歯 科 技 工 歯科技工 通訳，ガイド，英文秘書，秘書
３０５ 臨 床 検 査 臨床検査 ８１０ 動 物 動物看護，トリマー
３０６ 診 療 放 射 線 診療放射線，放射線，レントゲン ８１１ 法 律 行 政 公務員，法律行政
３０７ はり・きゅう・あんま はり，きゅう，鍼灸マッサージ， ８１２ ス ポ ー ツ スポーツ，アスレチックトレーナー

鍼灸，あん摩，マッサージ，指圧 ８９０ そ の 他 ファッション，造園，海外日本語教員，
３０８ 柔 道 整 復 柔道整復，柔整 外国文化，キリスト教，教養，文学， 
３０９ 理学・作業療法 理学療法，作業療法，リハビリテーション ハンディクラフト，人形，ドレス，会話， 
３９０ そ の 他 医学技術，カイロプラクティック， メンズファッション，レタリング， 

姿勢保健，均整，視能訓練，医療， 天文地学，一般教養， 
保健師，助産師 ファッションデザイン，文科，理科， 

書道，社会教育
４０１ 栄 養 栄養，栄養料理
４０２ 調 理 調理，調理師 ８９８ 日 本 語 （日本語学科等）※法務省の日本語教育機関
４０３ 理 容 理容 の告示校に該当するコース等
４０４ 美 容 美容
４０５ 製 菓 ・ 製 パ ン 製菓，製菓衛生師 ８９９ 日 本 語 （日本語学科等）※法務省の日本語教育機関
４９０ そ の 他 薬学，エステ，ネイルアート の告示校に該当するコース等は含まない

５０１ 保 育 士 養 成 保育，保育士
５０２ 教 員 養 成 幼児教育，幼稚園教員，幼稚園教諭，

幼稚教育，児童教育，養護教育，音楽， 
幼教

５０３ 介 護 福 祉 介護福祉
５０４ 社 会 福 祉 社会福祉
５９０ そ の 他 ボランティア

６０１ 商 業 商業，経済商業，商業実務，商経実務，
商経

６０２ 経 理 ・ 簿 記 経理，経理会計，経理実務，簿記会計，
簿記，経理事務，商業簿記，会計， 
税務会計，計算実務，簿記珠算， 
経営経理，財務，税理，税務

６０３ タ イ ピ ス ト タイプ，和文タイプ，タイプ文書，
タイピスト，英文タイプ， 
タイプライティング

６０４ 秘 書 秘書，秘書養成，貿易秘書，英文秘書，
英語秘書，経営秘書

６０５ 経 営 経営学，観光経営，経営，経営技術，
経営実務

６０６ 旅 行 観光，ホテル，フライトアテンダント
６０７ 情 報 ＩＴビジネス，情報ビジネス
６０８ ビ ジ ネ ス 医療事務，福祉ビジネス
６９０ そ の 他 速記，珠算，編集広報

３．学科コード表
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